
第１４３回
新潟市都市計画審議会

新潟都市計画下水道の変更

（新潟市決定）
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下水道の都市計画決定

【都市計画で定める事項】

1. 下水道の名称
2. 排水区域
3. 下水管渠

・ 計画上骨格となる管渠

・ 処理場から処理水を放流する管渠

4．その他の施設

・ 処理場やポンプ場など
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○下水には、汚水（生活排水や事業排水）と雨水があります。
○汚水は各家庭や工場に設けられた排水設備から汚水桝に流れ込み、管渠を
通じて処理場に流入し、処理された後、河川などへ放流されます。

○雨水は道路側溝から雨水桝に流れ込み、管渠を通じて河川などへ放流されます。

下水道のしくみ

下水道の収集システム

（分流式）
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Ａ市

下水道の種類

• 流域下水道
複数の市町村の下水を処理す
るもので、処理場や幹線管渠を
県が都市計画決定、整備、管理
する下水道

流域下水道

流域関連

Ｂ市

する下水道

• 公共下水道
流域下水道に接続する流域関流域関

連公共下水道連公共下水道と市町村が単独で
処理場を持つ単独公共下水道単独公共下水道が
あり、共に市町村が都市計画決
定、整備、管理を行う下水道流域処理場

公共下水道

単独
公共下水道

単独処理場
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船見公共下水道
（中央区の一部）

信濃川下流流域下水道
（新潟処理区）関連
東部公共下水道

（江南区、中央区の各一部、東区）

下水道全体計画図
中部公共下水道

（中央区、江南区、西区の各一部）
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阿賀野川流域下水道
（新井郷川処理区）関連
北部公共下水道
（北区）

西川流域下水道
（西川処理区）関連
西部公共下水道

（南区、西区の各一部、西蒲区）
信濃川下流流域下水道
（新津処理区）関連
新津公共下水道
（秋葉区）白根公共下水道

（南区の一部）

中
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阿賀野川流域下水道
（新井郷川処理区）関連
北部公共下水道
（北区）
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北部公共下水道の雨水計画の変更

○ポンプ場の敷地面積の変更
・雨水貯留施設（調整池）を追加するため敷地面積を拡大

①松浜雨水ポンプ場

新潟都市計画下水道の変更
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①松浜雨水ポンプ場

○放流渠の位置づけの廃止
・都市計画に定める下水管渠の運用基準の変更に伴い、
既計画決定の放流渠の位置づけを廃止

②松浜雨水ポンプ場放流渠
③松浜ポンプ場放流渠
④新崎雨水調整池放流渠



阿
賀
野
川

新
潟
東
港

日本海

新潟都市計画下水道の変更 雨水

①松浜雨水ポンプ場
②松浜雨水ポンプ場放流渠

③松浜ポンプ場
放流渠

川

国道７号（新新バイパス）

JR白新線

松浜排水区

新崎排水区

7
④新崎雨水調整池
放流渠



雨水①松浜雨水ポンプ場の敷地面積の変更

② 松浜雨水ポンプ場放流渠の都市計画の位置付けを廃止

②松浜雨水ポンプ場
放流渠

【松浜排水区】

①松浜雨水ポンプ場

阿
賀
野
川
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敷地面積
約4,300㎡→約11,300㎡



雨水

③松浜ポンプ場放流渠の都市計画の位置付けを廃止

【松浜排水区】

③松浜ポンプ場
放流渠
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雨水

④新崎雨水調整池放流渠の都市計画の位置付けを廃止

【新崎排水区】

④新崎雨水調整池
放流渠新

井
郷
川
分
水
路
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素案縦覧・公聴会

• 素案の縦覧
平成29年10月2日～10月16日（2週間）
縦覧者：1名縦覧者 名
意見申出書の提出：なし

• 公聴会（平成29年10月28日開催予定）
意見申出書の提出がなかったため中止
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案の縦覧

• 案の縦覧
平成29年12月4日～12月18日（2週間）
縦覧者：0名
意見書の提出：なし
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